
   景観法施行細則 
 

 （趣旨） 
第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という 。）

の施行について、景観法施行令（平成１６年政令第３９８号 ）、 景観法施行規則

（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」という 。） 及び景観法施行

条例（平成２１年当別町条例第８号。以下「条例」という 。） に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （行為の届出等） 

第２条 条例第２条に規定する行為の届出又は通知（以下「行為の届出等」とい

う。）は、次の各号に掲げる届出又は通知の区分に応じ、当該各号に定める様式

により行うものとする。 

 ⑴ 法第１６条第１項の規定による届出 景観計画区域内行為届出書（別記様式

第１号） 

 ⑵ 法第１６条第２項の規定による届出 景観計画区域内行為変更届出書（別記

様式第２号） 

 ⑶ 法第１６条第５項の規定による通知 景観計画区域内行為通知書（別記様式

第３号） 

２ 条例第２条第３項の規則で定める図書は、次の各号に掲げるものとする。 

 ⑴ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表

示する図面で縮尺２，５００分の１以上のもの 

 ⑵ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 

 ⑶ 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺１００分の１以上のもの 

 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書 

３ 前項の規定にかかわらず、町長は、前項各号に掲げる図書の添付の必要がない

と認めるときは、これを省略させることができる。 

４ 法第１６条第２項の規定による届出には、省令第１条第２項各号及び第２項各

号に掲げる図書のうち、変更の内容の説明に必要なものを添付しなければならな

い。 

５ 町長は、行為の届出等があった場合において、当該行為の届出等に係る行為に

ついて、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、景観計

画区域内行為審査結果通知書（別記様式第４号）により、当該行為の届出等をし

た者に通知するものとする。 

 （適用除外行為） 

第３条 条例第３条第１号の規則で定める行為は、次に掲げる法令の規定に基づき、

許可を要する行為とする。 

 ⑴ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項 

 ⑵ 北海道文化財保護条例（昭和３０年北海道条例第８３号）第１４条第１項 

２ 条例第３条第２号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。 

 ⑴ 塀、擁壁その他これらに類する工作物（法第８条第２項第５号ロに規定する

特定公共施設（以下「特定公共施設」という。）及び鉄道事業法（昭和６１年

法律第９２号）第８条第１項に規定する鉄道施設（以下「鉄道施設」とい



う。）を除く。） 

 ⑵ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物（特定公

共施設、鉄道施設並びに電気供給のための電線路及び有線電気通信のための

線路の支持物を除く。） 

 ⑶ 煙突その他これらに類する工作物 

 ⑷ 物見塔、装飾塔その他これらに類する工作物 

 ⑸ 彫像、記念碑その他これらに類する工作物 

 ⑹ 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 

 ⑺ 自動車車庫の用に供する立体的な施設 

 ⑻ アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施

設 

 ⑼ 石油、ガスその他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する立体的な

施設 

 ⑽ 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する処理施設の用途に供する工作

物 

 ⑾ 高架水槽その他これに類する工作物 

３ 条例第３条第４号の規則で定める規模は、別表のとおりとする。 

 （委任） 

第４条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２１年６月１日から施行する。 

 



別表（第３条関係） 

行為の区分 規模 

⑴ 新築、増築、改築

又は移転 

延べ面積１，０００平方メートル

かつ高さ１０メートル 

１ 法第１６

条第１項第

１号に規定

する行為 ⑵ 外観を変更するこ

ととなる修繕若しく

は模様替又は色彩の

変更（以下この項に

おいて「修繕等」と

いう。） 

当該建築物のすべての立面にお

いて修繕等の部分の鉛直投影面

積が当該建築物のすべての立面

の鉛直投影面積の合計の２分の

１（修繕等に係る建築物の規模が

⑴に規定する規模以下の場合に

あっては２分の２） 

⑴ 新築、増築、改築

又は移転 

次に掲げる区分に応じ、それぞれ

次に定める規模 

イ 第３条第２項第１号に掲げ

る工作物 高さ２メートル 

ロ 第３条第２項第２号から第

１１号に掲げる工作物 築造

面積１，０００平方メートルか

つ高さ１０メートル（建築物と

一体となって設置される工作

物にあっては、地盤面から当該

工作物の上端までの高さ１０

メートル） 

２ 法第１６

条第１項第

２号に規定

する行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 外観を変更するこ

ととなる修繕若しく

は模様替又は色彩の

変更（以下この項に

おいて「修繕等」と

いう。） 

当該工作物のすべての立面にお

いて修繕等の部分の鉛直投影面

積が当該工作物のすべての立面

の鉛直投影面積の合計の２分の

１（修繕等に係る工作物の規模が

⑴に規定する規模以下の場合に

あっては２分の２） 

３ 法第１６条第１項第３号に規定する

行為 

当該行為に係る土地の面積が 

３，０００平方メートル 

⑴ 土地の形質の変更 当該行為に係る土地の面積が 

３，０００平方メートル 

４ 法第１６

条第１項第

４号に規定

する行為 

⑵  屋外における土

石、廃棄物、再生資

源その他の物件の

堆積 

当該行為に係る土地の面積が 

１，０００平方メートル又は当該

行為に伴い生ずる堆積物の高さ

が１．５メートル 

備考 高さ、延べ面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第２条の規定に準ずるものとする。 

 



別記様式第１号（第２条関係） 

（表） 

景観計画区域内行為届出書 

住所 

(郵便番号   ) 

 

 

 

 

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名 
                        印 

(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名) 

景観法第１６条第１項の規

定により、関係図書を添えて、

次のとおり届け出ます。 

年  月  日 

当別町長 様 

届 

出 

者 

電話番号  

※受 付 ※受付番号 所属  

住所 
(郵便番号   ) 

 

氏名 
 

  連 

絡 

先 

電話番号  

行為の場所  都市計画法第８条第

1 項の地域、地区 

 

 

区分 

 

□新築□増築□改築□移転□外観の変更 

 

□修繕 

□模様替 

□色彩の変更 

用途 高さ 

ｍ 

（増改築分 ｍ） 

階数 

    階 

 

□建築物 

敷地面積 

 

㎡ 

建築面積 

 

㎡ 

延べ面積 

㎡ 

（増改築分 ㎡） 

 

区分 

 

□新築□増築□改築□移転□外観の変更 

 

□修繕 

□ 模様替 

□色彩の変更 

□工作物 

用途 高さ 

ｍ 

（増改築分 ｍ） 

築造面積 

㎡ 

（増改築分 ㎡） 

目的  

 

開発区域の面積 

㎡ 

構築する施設 

法面又は擁壁の高さ 

ｍ 

法面の処理方法 

 

□開発行

為又は

土地の

形質の

変更 

緑化計画  

 

 

目的  

 

堆積物の種類 期間 

年 月 日～ 年 月 日 

堆積する面積 

㎡ 

堆積の高さ 

ｍ 

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法 

□屋外に

おける

土石、

廃 棄

物、再

生資源

その他

の堆積 緑化計画  

 

 



（裏） 

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

色   彩 

(マンセル値) 

    

  

第 

一 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

色   彩 

(マンセル値) 

    

  

第 

二 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

 

色    彩

(マンセル値) 

    

  

第 

三 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

 

色    彩

(マンセル値) 

    

  

第 
四 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法 

彩
色
の
状
況
（
建
築
物
又
は
工
作
物
で
あ
る
場
合
の
み
記
入
） 

計 １００％ 

着手予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

注１ ※印欄は、記入しないこと。 

２ 「届出者」欄は、建築主、築造主又は開発行為等をしようとする者の住所等を記載するこ

と。 

なお、氏名欄に自署した場合は、押印を省略することができる。 

３ 「連絡先」欄は、届出者以外の者が届出内容の照会先となる場合に記載すること。 

４ 該当する□内に、レ印を付すこと。 

５ 高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令第２条

の規定に準ずること。 

６ 「色彩」欄は、マンセル表色系（色を色相、明度、彩度の三属性に基づいて表現する方式）

の値を記載すること。（マンセル値の記入例：マンセル値１０ＹＲ２／１の場合は、色相１

０ＹＲ、明度２、彩度１と記載する。） 

７ 彩色が施されていない部分の「素材名」の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材（開口

部の素材を含む）が着色していない石、土、木、レンガ、コンクリート、ガラス等の場合に、

その素材名を記載すること。 

 ８ 省令第１条第２項第１号から第３号まで又は条例第２条第３項に規定する図書を添付すること。 

 



別記様式第２号（第２条関係） 

 
景観計画区域内行為変更届出書 

住所 

(郵便番号   ) 

 

 

 

 

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地) 

氏名 
                        印 

(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名) 

景観法第１６条第２項の規

定により、関係図書を添えて、

次のとおり届け出ます。 

年  月  日 

当別町長 様 

届 

出 

者 

電話番号  

※受 付 ※受付番号 所属  

住所 
(郵便番号   ) 

 

氏名 
 

  連 

絡 

先 

電話番号  

景観計画区域内

行為届出書受付

番号 

第     号 

行為の場所  

変更前 変更後 

設計又は施行方

法の変更内容 

 

 

 

 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

注１ ※印欄は、記入しないこと。 

２ 「届出者」欄は、建築主、築造主又は開発行為等をしようとする者の住所等を記載するこ

と。 

なお、氏名欄に自署した場合は、押印を省略することができる。 

３ 「連絡先」欄は、届出者以外の者が届出内容の照会先となる場合に記載すること。 

４ 省令第１条第２項第１号から第３号まで又は条例第２条第３項に規定する図書を添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（第２条関係） 

（表） 
景観計画区域内行為通知書 

住所 

(郵便番号   ) 

 

 

 

 

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地) 

機 関 名 

及  び 

代表者名                         印 

景観法第１６条第５項の規

定により、関係図書を添えて、

次のとおり通知します。 

年  月  日 

当別町長 様 

通 

知 

者 

電話番号  

※受 付 ※受付番号 所属  

住所 
(郵便番号   ) 

 

氏名  

  
連 

絡 

先 

電話番号  

行為の場所  都市計画法第８条第

1 項の地域、地区 

 

 

区分 

 

□新築□増築□改築□移転□外観の変更 

 

□修繕 

□模様替 

□色彩の変更 

用途 高さ 

ｍ 

（増改築分 ｍ） 

階数 

    階 

 

□建築物 

敷地面積 

 

㎡ 

建築面積 

 

㎡ 

延べ面積 

㎡ 

（増改築分 ㎡） 

 

区分 

 

□新築□増築□改築□移転□外観の変更 

 

□修繕 

□ 模様替 

□色彩の変更 

□工作物 

用途 高さ 

ｍ 

（増改築分 ｍ） 

築造面積 

㎡ 

（増改築分 ㎡） 

目的  

 

開発区域の面積 

㎡ 

構築する施設 

法面又は擁壁の高さ 

ｍ 

法面の処理方法 

 

□開発行

為又は

土地の

形質の

変更 

緑化計画  

 

目的  

 

堆積物の種類 

 

 

期間 

年 月 日～ 年 月 日 

堆積する面積 

㎡ 

堆積の高さ 

ｍ 

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法 

□屋外に

おける

土石、

廃 棄

物、再

生資源

その他

の堆積 緑化計画  

 

 



（裏） 

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

色   彩 

(マンセル値) 

    

  

第 

一 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

色   彩 

(マンセル値) 

    

  

第 

二 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

 

色    彩

(マンセル値) 

    

  

第 

三 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

区     分 

色相 明度 彩度 

割  合 

単位（％） 

    

    

    

彩色が施されて

いる部分 

 

色    彩

(マンセル値) 

    

  

第 
四 

立 

面 彩色が施されて

いない部分 

素材名 

  

行
為
の
種
類
及
び
設
計
又
は
施
行
方
法 

彩
色
の
状
況
（
建
築
物
又
は
工
作
物
で
あ
る
場
合
の
み
記
入
） 

計 １００％ 

着手予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

注１ ※印欄は、記入しないこと。 

２ 「連絡先」欄は、通知者以外の者が通知内容の照会先となる場合に記載すること。 

３ 該当する□内に、レ印を付すこと。 

４ 高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令第２条

の規定に準ずること。 

５ 「色彩」欄は、マンセル表色系（色を色相、明度、彩度の三属性に基づいて表現する方式）

の値を記載すること（マンセル値の記入例：マンセル値 10YR２／１の場合は、色相 10ＹＲ、

明度２、彩度１と記載する。）。 

６ 彩色が施されていない部分の「素材名」の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材（開口

部の素材を含む）が着色していない石、土、木、レンガ、コンクリート、ガラス等の場合に、

その素材名を記載すること。 

７ 省令第１条第２項第１号から第３号まで又は条例第２条第３項に規定する図書を添付すること。 

 

 

 



別記様式第４号（第２条関係） 

 

                           

                             年  月  日   

          様 

 

                        当別町長        印  

 

景観計画区域内行為審査結果通知書 

 

   年  月  日付け（受付番号第 号）で届出のあった景観計画区域内におけ

る次の行為は、審査の結果、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものと認

めましたので、通知します。 

 

記 

 

 １ 行為の場所 

 

 ２ 行為の概要 

 

 ３ その他 

 

 

 

 

 


